
国民健康保険税率を引き上げます

平成28年度からの新しい税率等

区分 所得割 均等割 賦課限度額 (上限額 )
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

医療保険分 6.7% 7.0% 13,200 円 24,000 円 48万円 50万円
後期高齢者支援金分 1.6% 1.8% 10,800 円 9,000 円 12万円 14万円

介護保険分 0.8% 1.5％ 10,800 円 11,000 円 9万円 12万円

!
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町の国民健康保険は、厳しい財政状況が続き、平成 26年度は 2億 3千万円という多額のお金を一般会計から補てんし
て財政運営しています。今後更なる赤字財政が予想されており、他の行政サービスに支障をきたすことになりかねません。
やむを得ず平成 28年度からの保険税について税率等の引き上げを実施します。

平成28 年度からの新しい税率等は下表のとおりです。加入者の皆さんには負担増をお願いすることに
なりますが、国民健康保険を安定的に維持していくための必要な改正ですので、ご理解とご協力をお

願いします。

※介護保険分は、国保加入者のうち 40歳以上 65歳未満の人が対象です。

国 民健康保険制度では、世帯の総所得金額が一定基準
以下の場合、「均等割額」が軽減されます。この軽減

を受けるための申請は不要ですが、前年分の所得を申告して
いる必要があります。

▲

平成 28年度の軽減基準

軽減対象となる所得の基準 軽減割合
世帯の所得の合計額が 33万円以下 7割
世帯の所得の合計額が 33万円＋ (26.5 万円×被
保険者数 )以下 5割

世帯の所得の合計額が 33万円＋ (48 万円×被保
険者数 )以下合計 2割

所得の少ない世帯への軽減措置!
後期高齢者医療保険料は県内一律で、2年ごとに見直

されます。平成 28･29 年度の保険料は以下のように
決まりました。ご理解とご協力をお願いします。

▲

後期高齢者医療保険料

所得割 均等割

H26･27 年度 H28･29 年度 H26･27 年度 H28･29 年度

8.29％ 8.34% 42,440 円 42,070 円

後期高齢者医療保険料の改定!

※賦課限度額 (上限額 ) は、57万円で据え置かれます。

定期的な健康診断受診
ジェネリック医薬品は、先発医薬品と
同等の効能効果を持つ医薬品で、費用
も安くすみます。

病気は早期発見 ･早期治療が大切です。
病気の発見が遅れると、重症化や治療
期間が長期化する恐れがあります。

納税通知書は 7月中旬発送予定。
平成28年度の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の金額は7月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。
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担当地域 名称 住所 電話番号
上富全域、北永井全域
藤久保第 3区、第 6区

地域包括支援センター
埼玉セントラル 三芳町上富 2177 274-2080

藤久保第 1区、第 2区、第 4区、第 5区
竹間沢第 1区、みよし台第 1区

地域包括支援センター
みずほ苑みよし 三芳町竹間沢 735-1 293-7341

町内全域 ( 担当地域に関わらずケアプラン作
成以外のご相談をお受けしています )

三芳町地域包括支援
センター

三芳町藤久保 1100-1
三芳町役場 1階健康増進課内 258-0019

お住まいの地区ごとに担当のセンターが分かれています。担当地域を確認をしてから、最寄りの各地域包括支援センターに
直接ご相談ください。

※�在宅介護支援センターとして、はなまる、みずほ苑で行っていた業務は終了となります。今後は、これまで実施していた
業務は、地域包括支援センターで継続して行います。

こんな心配なこと、ありませんか。

ひとりで悩まず、まずは相談を

介護
■�家族が認知症。どう接し
たら良いか相談したい。

■�介護予防サービス利用の
ためのケアプランを
作りたい。

健康
■�健康に不安があり

健康づくりの場を知りたい。
■�健康を維持するための
アドバイスがほしい。

権利
■�悪質な訪問販売の被害
にあった。どうすべきか。
■�近所の高齢者で虐待に

あっていないか
心配な人がいる。

今からできる

医療費軽減の

ためのヒント

同様の病気や症状で複数の医療機関を受診する
ことは控え、日頃から相談できるかかりつけ医
をもちましょう。

かかりつけ医をもつ
休日夜間の受診は割高です。受診を迷った時は、電話相談
で、医師や看護師からのアドバイスが受けられます。
●小児救急電話相談 (♯ 8000) ●大人救急電話相談 (♯ 7000)

ジェネリック医薬品を活用

休日夜間受診は適切に

地域包括支援センターは、高齢者の相談に応じる機関です。
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、

平成 28年 4月 1日、三芳町地域包括支援センター（三芳町役場内）のほか、新たに 2か所開設。
計 3か所の地域包括支援センターで皆さんの支援を行います。

主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師などの専門職が、介護や介護予防、医療、福祉などあらゆる相談に乗ります。

高齢者の
困っていること、心配なこと、相談してください

心配を安心に
問�健康増進課（内線188･189）

問�住民課（内線153～157）


